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脳脊髄液漏出症患者の救済を求める意見書 

 
  

脳脊髄液漏出症（脳脊髄液減少症）は、交通事故等を契機に発症し、頭痛やめまい、倦

怠感など多様な症状が生じる疾患である。平成28年からは診断基準に基づく硬膜外自家血

注入療法（ブラッドパッチ療法）が保険適用となり、専門的な診療体制の整備が進んでい

る。 

労働者災害補償保険（以下「労災保険」という。）では障害等級12級の認定が多く行わ

れているが、自動車損害賠償責任保険（以下「自賠責保険」という。）では後遺障害等級

が適切に認定されておらず、多くの患者が救済されていないとの指摘がある。 

また、自賠責保険では、後遺障害の等級を審査した際の資料も非開示であり、審査過程

が不透明であることに加え、高次脳機能障害の等級審査とは異なり、専門医等による審査

の仕組みが整備されていない。 

こうしたことから、脳脊髄液漏出症に苦しむ患者が一人でも多く自賠責保険の後遺障害

等級の認定を受け、適切な治療が受けられるよう、支援体制の充実が求められる。 

よって、国においては、公平性と透明性の高い自賠責保険の後遺障害等級の認定体制を

整備し、被害者救済の理念が十分に発揮されるよう、下記の事項について適切な措置を講

ずるよう強く要望する。 

 

記 

 

１ 自賠責保険の脳脊髄液漏出症に関する後遺障害等級の認定手続きとして、高次脳機能

障害（自賠責保険高次脳機能障害認定システム）と同じように、専門医による認定シス

テム（脳脊髄液漏出症認定システム）の仕組みを構築すること。 

 

２ 被害者やその代理人及び裁判所等が開示を求めた場合、自賠責保険において後遺障害

等級認定を審査した際の根拠資料について、労災保険と同様に、開示される制度とする

こと。 

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

令和８年３月  日 

宮 崎 県 議 会  

 

衆 議 院 議 長   森   英 介 殿 

参 議 院 議 長   関 口 昌 一 殿 

内 閣 総 理 大 臣   高 市 早 苗 殿 

総 務 大 臣   林   芳 正 殿 

厚 生 労 働 大 臣   上 野 賢一郎 殿 

国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之 殿 

内 閣 官 房 長 官   木 原   稔 殿 
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非核三原則の堅持を求める意見書 

 

 

 唯一の戦争被爆国である我が国は、核兵器の惨禍を二度と繰り返さないとの決意

のもと、平和国家としての歩みを進めてきた。 

 我が国は、昭和42年に当時の佐藤栄作内閣総理大臣が国会で表明し、昭和46年に

国会決議として確認された「持たず、作らず、持ち込ませず」という非核三原則を国

是として堅持してきた。この原則は、我が国の安全保障政策の根幹であると同時に、

国際社会に対する平和国家日本の信頼の礎である。 

 よって、国におかれては、核兵器のない世界の実現に向けた外交努力を一層強化す

るとともに、我が国の国是である非核三原則を将来にわたり堅持することを強く求

める。 

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

令和８年３月  日 

宮 崎 県 議 会 

 

衆 議 院 議 長 森   英 介 殿 

参 議 院 議 長 関 口 昌 一 殿 

内 閣 総 理 大 臣 高 市 早 苗  殿 

外 務 大 臣 茂 木 敏 充 殿 

防 衛 大 臣 小 泉 進次郎 殿 

内 閣 官 房 長 官 木 原   稔 殿 
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    宮崎県議会会議規則の一部を改正する規則 

   宮崎県議会会議規則（平成10年宮崎県議会規則第１号）の一部を次のように改正する。           

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

                           改正前                            改正後 

 （出席又は欠席の届出） 

第２条 [略] 

２ [略] 

３ 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないと

きは、当該出産の予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては

、14週間）前の日から当該出産の予定日（議員が出産したとき

は、当該出産の日）後８週間を経過する日までの範囲内で、出

席できない期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出るこ

とができる。 

 

 （出席又は欠席の届出） 

第２条 [略] 

２ [略] 

３ 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないと

きは、当該出産の予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあっては

、14週間）前の日から当該出産の予定日（議員が出産したとき

は、当該出産の日）後８週間を経過する日までの範囲内で、出

席できない期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出るこ

とができる。 

  

         附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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